
一般競争入札心得 
 

株式会社アーク  

１ 入札書記載金額 

  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札書記載事項等 

  入札書には、次の事項を記載しなければならない。 

 (1) 入札年月日 

 (2) 頭書に「入札書」である旨記載 

 (3) 入札金額 

 (4) 入札件名（工事名） 

 (5) あて名（株式会社アーク代表取締役橋本晋栄とする。） 

 (6) 入札参加者住所・氏名（委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、

  受任者氏名、頭書に「代理人」と記載する。） 

３ 入札等 

 (1) 入札書は、一般競争入札公告で指定した日時に入札箱に投入しなければなら

ない。 

 (2) 入札参加者は、代理人に入札をさせるときは、その委任状を持参させなけれ

  ばならない。 

４ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 (1) 民法（明治２９年法律第８９号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留

  保）、第94条（虚偽表示）又は第95条（錯誤）に該当する入札 

 (2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

 (3) 委任状を持参しない代理人のした入札 

 (4) 記名押印をしていない入札 

 (5) 金額を訂正した入札 

 (6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札 

 (7) 明らかに連合によると認められる入札 

 (8) 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者

  の入札  

  (9) その他入札に関する条件に違反した入札 

５ 落札者の決定 

 (1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札

  した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、



  その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め

  られるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと

  となるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制

  限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した

  者を落札者とすることがある。 

 (2) 入札執行回数は３回を限度とするものとし、この限度内において落札者がい

  ないときは入札を打ち切る。 

 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該

  入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 

   この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、

  これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

６ 入札の不参加 

 (1) 入札参加申込書を提出した者は、入札に参加しなければならない。ただし、

やむを得ない事情により入札に参加できない場合は、この限りではない。 

 (2) 入札書提出後の書換え、引換え、撤回又は不参加の申出は、一切認めないこ

と。 

 (3) (1)の規定により承諾を受けて入札参加しなかった者は、これを理由として

  以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。 

７ 公正な入札の確保 

 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２ 

  年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 (2) 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と

  入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定め

  なければならない。 

 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図

  的に開示してはならない。 

 (4) 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正

  に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加

  させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。  

８ 契約締結の留意事項 

 (1) 落札者の決定後、請負契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当

  該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさない

  ことが判明した場合は、契約を締結しない。 

  ア 一般競争入札公告及びこの入札心得に掲げるいずれかの要件 

  イ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者でないこと。 

 (2) 契約にあっては、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立

  してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、または請け

    負わせてはならない。 



 (3) 契約にあっては、この工事に専任で、この工事の公告に係る一般競争入札参

加申込みの日前３ヶ月以上継続して雇用している技術者（法に定める経営業務

の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。）を配置しなければならない。 

 (4) 契約締結後、現場代理人等通知書等により配置技術者について通知する際に

  は、経歴書の職歴欄に雇入れ年月日（雇用期間）を明記するとともに、監理技

  術者資格者証、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写しを添付しなければな

  らない。 


